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〔
内
閣
官
房
令
〕

〇
経
験
者
採
用
試
験
の
対
象
官
職
及
び
種
類

並
び
に
採
用
試
験
の
種
類
ご
と
に
求
め
ら

れ
る
知
識
及
び
能
力
等
に
関
す
る
内
閣
官

房
令
（
内
閣
官
房
三
）

K

〔
省

令
〕

〇
電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
経
済
産
業
三
八
）

L

〇
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
環
境
二
三
）

M

〔
規

則
〕

〇
人
事
院
規
則
九
e

五
五
（
特
地
勤
務
手
当

等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

（
人
事
院
九
e

五
五
e

一
一
九
）

M

〇
日
本
学
術
会
議
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
日
本
学
術
会
議
一
）

〔
告

示
〕

〇
災
害
対
策
基
本
法
第
二
条
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
指
定

公
共
機
関
の
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
内
閣
府
二
四
四
）

M

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

消
防
庁
防
災
業
務
計
画
の
修
正
要
旨
の
公
表

に
つ
い
て
（
消
防
庁
）

J
J

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁製

造
た
ば
こ
小
売
定
価
、
職
員
の
免
職
処

分
関
係

J
J

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
特
別
清
算
、
再
生
関
係

J
L

会
社
そ
の
他

K
R

〇
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び

施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
厚
生
労
働
三
一
五
）

O

〇
国
土
交
通
省
所
管
の
補
助
金
等
の
交
付
に

関
す
る
事
務
の
一
部
を
地
方
運
輸
局
長

（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。）及
び
沖
縄
総

合
事
務
局
長
に
委
任
し
た
件
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
国
土
交
通
七
六
一
）

P

〇
環
境
大
臣
が
所
掌
す
る
特
定
外
来
生
物
に

係
る
特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目
等

を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
環
境
八
八
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
東
北
地
方
整
備
局
一
一
九
、
一
二
〇
）

Q

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
関
東
地
方
整
備
局
三
一
九
）

〇
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
の
役
員
の
氏
名

を
変
更
し
た
件（
北
陸
地
方
整
備
局
八
二
）

〇
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
の
役
員
の
氏
名

を
変
更
し
た
件

（
近
畿
地
方
整
備
局
一
四
三
、
一
四
四
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
国
地
方
整
備
局
一
四
一
、
一
四
二
）

R

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
九
州
地
方
整
備
局
一
六
二
〜
一
六
四
）

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

郵
政
民
営
化
委
員
会
事
務
局

法
務

省

R

〔
皇
室
事
項
〕

J
J

〇
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等

に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
適
格
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー

の
認
定
を
受
け
た
公
益
財
団
法
人
岐
阜
県

暴
力
追
放
推
進
セ
ン
タ
ー
か
ら
代
表
者
変

更
の
届
出
が
あ
っ
た
件

（
国
家
公
安
委
三
六
）

M

〇
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
三
十

七
条
第
一
項
の
認
定
に
関
す
る
件

（
金
融
庁
四
三
）

〇
指
定
較
正
機
関
を
指
定
し
た
件

（
総
務
二
六
二
）

〇
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
広
域
連
合
の
規
約
変
更

の
届
出
を
受
理
し
た
件

（
同
二
六
三
、
二
六
四
）

〇
除
籍
が
滅
失
し
た
件
（
法
務
三
四
二
）

N

〇
公
証
人
法
第
七
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
の
件
（
同
三
四
三
）

〇
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
二
千

百
四
十
六
号
（
リ
ビ
ア
の
原
油
取
引
に
関

す
る
制
裁
措
置
追
加
決
議
）
に
関
す
る
件

（
外
務
二
五
九
）

〇
た
ば
こ
事
業
法
施
行
規
則
に
基
づ
き
財
務

大
臣
が
定
め
る
事
項
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示
（
財
務
二
三
七
）

O

〇
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
五
十
二
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
租
税
特
別
措
置
法
第
九

十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
都
道
府
県
に
代

わ
っ
て
高
等
学
校
等
の
生
徒
に
学
資
と
し

て
の
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
事
業
を
行
う

法
人
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示
（
文
部
科
学
九
六
）

〇
著
作
権
法
施
行
令
第
七
条
の
七
第
一
項
第

一
号
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
同
令
第
十
二
条
の
二
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基

づ
き
、
平
成
二
十
一
年
文
化
庁
告
示
第
二

十
六
号
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
文
化
庁
三
八
）

˜
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一

特
別
需
要
場
所
へ
の
一
般
電
気
事
業
者
の
検
針
、

保
守
、
保
安
等
の
業
務
の
た
め
の
立
入
り
が
容
易
に

可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
需
要
場
所
以
外
の
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア
等
へ
の
一
般
電
気
事
業
者
の
立
入
り
に

支
障
が
生
じ
な
い
こ
と
。

二

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
等
に
お
け
る
他
の
電
気
工
作
物

と
電
気
的
接
続
を
分
離
す
る
こ
と
等
に
よ
り
保
安
上

の
支
障
が
な
い
こ
と
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

特
別
需
要
場
所
に
係
る
配
線
工
事
そ
の
他
の
工
事

に
関
す
る
費
用
は
、
当
該
電
気
自
動
車
専
用
急
速
充

電
設
備
に
係
る
電
気
の
使
用
者
又
は
特
定
規
模
電
気

事
業
者
が
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
e

五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）

の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日人

事
院
総
裁

一
宮
な
ほ
み

人
事
院
規
則
九
e

五
五
e

一
一
九

人
事
院
規
則
九
e

五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の

一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
e

五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
表
秋
田
県
の
項
中
「
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁

村
南
沢
字
箱
渕
岱
一
〇
の
五
」
を
「
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁

村
南
沢
字
箱
渕
岱
一
〇
の
一
一
」
に
改
め
る
。

別
表
の
一
の
表
備
考
第
一
項
中
「
平
成
二
十
五
年
四
月

一
日
（
」
の
下
に
「
米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支

署
南
沢
森
林
事
務
所
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
平
成
二
十

六
年
三
月
七
日
、」を
加
え
、「
、
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十

二
日
」
を
「
同
年
四
月
二
十
二
日
」
に
改
め
る
。

別
表
の
二
の
表
北
海
道
の
項
中
「
夕
張
市
南
部
東
町
」

を
「
夕
張
市
南
部
青
葉
町
五
七
三
」
に
改
め
る
。

別
表
の
二
の
表
備
考
中
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
」

の
下
に「（
札
幌
開
発
建
設
部
大
夕
張
ダ
ム
管
理
所
に
係
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
）」を
加
え

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規

則
九
e

五
五
別
表
の
一
の
表
秋
田
県
の
項
の
規
定
及
び
同

表
備
考
第
一
項
中
米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署

南
沢
森
林
事
務
所
に
係
る
部
分
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月

七
日
か
ら
適
用
す
る
。

〇
日
本
学
術
会
議
規
則
第
一
号

日
本
学
術
会
議
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
一

号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
学
術
会
議
事

務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

日
本
学
術
会
議
会
長

大
西

日
本
学
術
会
議
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

日
本
学
術
会
議
事
務
局
組
織
規
則
（
平
成
十
七
年
日
本

学
術
会
議
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
第
十
一
号
中
「
総
合
科
学
技
術
会
議
」
を
「
総

合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
環
境
省
令
第
二
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）

第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
十
六

条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
壌
汚
染
対

策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

環
境
大
臣

石
原

伸
晃

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令

第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
所
有
者
」
を
「
使

用
者
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
・
一
e

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中

「
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
・
一
e

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中

「
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め

る
。別

表
第
三
の
一
・
一
e

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中

「
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」

に
改
め
る
。

様
式
第
十
六
中
「自

動
車
等
の
所
有
者

」
を
「自

動
車

等
の
使
用
者

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
八
中
「自

動
車
等
の
所
有
者

」
を
「自

動
車

等
の
使
用
者

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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